
喜多方市奨学金償還支援事業助成金の交付等に関する要綱 

 

制定 平成 28 年７月１日 

 

（趣旨） 

第１条 喜多方市（以下「市」という。）は、若年層の市外流出の抑制及び市外からの流入

を促進させ、市内への定着を図るため、喜多方市補助金等の交付等に関する規則（平成

18年喜多方市規則第48号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、

予算の範囲内で助成金を交付する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 奨学金 喜多方市奨学資金貸与条例（平成 18 年喜多方市条例第 118 号。以下「市条

例」という。）に規定する奨学資金（以下「市奨学金」という。）、福島県奨学資金貸与

条例（昭和 27 年福島県条例第５号。以下「県条例」という。）に規定する奨学資金

（以下「県奨学金」という。）並びに独立行政法人日本学生支援機構法（平成 15 年法

律第 94 号。以下「法」という。）の第一種学資金（以下「第一種奨学金」という。）及

び第二種学資金（以下「第二種奨学金」という。）をいう。 

⑵ 大学等 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に規定する大学院の修士課程、大学、

短期大学、専修学校、高等専門学校及び高等学校をいう。 

⑶ 市内事業所等 市内に所在する本社、支社、支店、工場、事業所等をいう。 

⑷ 在学生 大学等に在学する学生で、第７条に規定する認定申請時において満 30 歳未

満の者をいう。 

⑸ 既卒者 大学等を卒業した者で、第７条に規定する認定申請時において満 30 歳未満

の者をいう。 

（助成金の認定対象者） 

第３条 この要綱の助成金の交付対象者となる者は、国及び地方公共団体の職員でない者

で、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 市内事業所等に就業を希望する在学生又は既卒者で、奨学金の貸与を受け償還予定

の者又は償還中である者 

⑵ 市内事業所等に就業後８年以上継続して勤務する見込み、かつ市内に定住する見込

みである者 

（助成金の交付要件） 

第４条 第７条の規定により認定を受けた者が、次の各号の要件をすべて満たした場合は、

助成金を交付するものとする。 

⑴ 市内事業所等に正規雇用により就業し、１年以上継続して勤務していること。また、

今後においても引き続き勤務すること。ただし、既に正規雇用により就業している者

が、市外の事業所等から市内事業所等に転勤又は出向で一時的に居住する場合を除く。 

⑵ 市内に定住することを目的として、１年以上継続して市内に住所を有していること。

また、今後においても継続して住所を有すること。 



⑶ 奨学金の償還若しくは返還（以下「償還」という。）に対する助成を他から受けてい

ないこと。 

⑷ 市に納付すべき市税、分担金、使用料その他の滞納がないこと。 

⑸ 奨学金の償還に滞納がないこと。 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、一の年度において、貸与を受けている奨学金の当初の約定による

１年間の償還金相当額とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、18 万円を

限度とする。 

（助成金の交付期間） 

第６条 助成金の交付期間は、第４条の要件をすべて満たした日の属する月から、大学等

の正規の修業年数の２倍に相当する期間とし 96 月を限度とする。ただし、年度途中に第

４条の要件を満たし交付申請がされたときは、４月に遡り交付を開始する。また、年度

途中で、第４条の要件を満たさなくなったとき（事業所等内の異動による通算３年以内

の市外勤務を除く。）は、４月に遡り終了する。なお、償還が完済したときは、その日の

属する月をもって終了する。 

（交付対象者の認定） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者は、次の各号に定める日から市内の事業所等に

就業する前日までに、喜多方市奨学金償還支援事業助成金交付対象者認定申請書（様式

第１号）により市長に申請し、認定を受けなければならない。 

 ⑴ 在学生 在学する大学等の卒業予定日の属する年度の４月１日 

 ⑵ 既卒者 大学等を卒業した日の属する年度の翌年４月１日 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 在学生 奨学金貸与証明書又はこれに準ずるもの 

⑵ 既卒者 

ア 奨学金償還証明書又はこれに準ずるもの 

イ 卒業証明書 

３ 市長は、前項の規定による申請により交付対象者として認定したときは、認定の有効

期間を付して喜多方市奨学金償還支援事業助成金交付対象者認定書（様式第２号）によ

り通知するものとする。 

（認定の辞退、取消等） 

第８条 前条の規定により認定を受けた者（以下「認定者」という。）は、次の各号のいず

れかに該当するときは、速やかに喜多方市奨学金償還支援事業助成金交付対象者認定辞

退届出書（様式第３号）により市長に届出なければならない。 

 ⑴ 助成金の交付を辞退しようとするとき。 

⑵ 奨学金の貸与が取り消されたとき。 

 ⑶ 正規の修業年数内に卒業できなかったとき（病気、けが等のやむを得ない事由によ

るときを除く。）。 

 ⑷ 奨学金の償還が全額免除されたとき。 

 ⑸ 在学生が卒業した年度の翌年度の３月 31 日までに市内事業所等に就業しなかったと

き。 



 ⑹ 既卒者が交付対象者の認定を受けた日の翌日から１年以内に市内事業所等に就業し

なかったとき。 

２ 市長は、前項の規定による届出により認定を取り消したとき又は交付対象者が第４条

のいずれかに該当しないことが判明し、認定を取り消した場合は、喜多方市奨学金償還

支援事業助成金交付対象者認定取消通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

 （認定内容の変更等） 

第９条 認定者は、第７条第３項の規定により認定を受けた内容に変更があるときは、速

やかに喜多方市奨学金償還支援事業助成金交付対象者認定変更承認申請書（様式第５号）

により市長に申請し、市長の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請について承認をしたときは、喜多方市奨学金償還支援

事業助成金交付対象者認定変更承認通知書（様式第６号）により通知するものとする。 

（交付申請等） 

第 10 条 助成金の交付申請は、喜多方市奨学金償還支援事業助成金交付申請書（様式第７

号）によるものとし、助成金の交付を受けようとする年度ごとに次の各号に掲げる書類

を添付して、市長に申請しなければならない。 

 ⑴ 在職証明書（様式第８号） 

 ⑵ 住民票の写し 

 ⑶ 市税納税証明書 

⑷ 奨学金の残高証明書 

２ 初めて申請を行うとき又は償還額の変更等があったときは、前条各号の書類に加え、

次の書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 奨学金の償還明細書 

⑵ 卒業証明書（第７条第２項の規定により提出済みの場合を除く） 

３ 第１項の申請は、助成金の交付を受けようとする年度の 10 月 31 日までに行わなけれ

ばならない。  

（交付決定等） 

第 11 条 助成金の交付決定は、交付申請を受けた日から原則として 30 日以内に行うもの

とする。 

２ 助成金の交付決定の通知は、喜多方市奨学金償還支援事業助成金交付指令書（様式第

９号）によるものとする 

（交付決定の変更等） 

第 12 条 交付決定を受けた者は、前条の交付決定を受けた内容に変更があったときは喜多

方市奨学金償還支援事業助成金変更申請書（様式第 10 号）により、速やかに市長に申請

し、市長の承認を受けなければならない。 

２ 交付決定を受けた者が、前条の交付決定を取下げしようとするときは喜多方市奨学金

償還支援事業助成金取下申請書（様式第 11 号）により、速やかに市長に申請し、市長の

承認を受けなければならない。 

３ 市長は、前２項の規定による申請について承認したときは、喜多方市奨学金償還支援

事業助成金変更（取下）承認通知書（様式第 12 号）により通知するものとする。 

（助成金の交付） 



第 13 条 第 11 条の規定により交付決定を受けた者は、速やかに喜多方市奨学金償還支援

事業助成金請求書（様式第 13 号）を市長に提出しなければならない。 

２ 助成金の交付は、交付決定後、請求の日から原則として 30 日以内に行うものとする。 

（実績報告） 

第 14 条 規則第 13 条の規定による実績報告書は、喜多方市奨学金償還支援事業助成金実

績報告書（様式第 14 号）によるものとする。 

２ 前項の規定による報告は、交付決定を受けた日の属する会計年度の３月 31 日までに行

わなければならない。ただし、第６条の規定により助成金の交付が終了したときは、規

則第 13 条第２項に規定する日又は交付決定を受けた日の属する会計年度の３月 31 日の

いずれか早い日までに行わなければならない。 

（助成金の返還） 

第 15 条 助成金の交付を受けた後、次の各号に該当することとなったときは、助成金の全

部又は一部を返還しなければならない。 

 ⑴ 第４条の交付要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 虚偽の申請その他不正な行為によって助成金の交付を受けたと認められるとき。 

⑶ 重複して他から償還の助成を受けたとき。 

⑷ その他市長が返還させることが適当と認めたとき。 

２ 前項に規定する返還の基準及び手続きは、別に定める。 

 （会計帳簿等の整理等） 

第 16 条 補助事業者等は、補助金等の収支状況を記した会計帳簿その他の書類を整備し、

補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかな

ければならない。 

 （補則） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 28 年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 大学等を卒業後２年未満の者で第３条に規定する助成金の認定対象者が、第４条に規

定する助成金の交付要件を満たしている場合は、別に定める期間に申請を行うことによ

り、第７条に規定する期間に交付対象者の認定申請があったものとみなす。 

   附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 



附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 


